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                                  平成 30年 12月吉日 

会員各位                                           

                                                        荒井商事株式会社 

                                         アライオートオークション仙台（株） 

アライオートオークショングループ 

    

 

                                                          

           バイクオークション規約 改定のご案内 

 

拝啓 霜寒の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はアライオートオークショングループに

格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、アライオートオークショングループでは、平成 31 年 1 月 8日より下記の通り、弊社会員規約につきまし

て改定をさせて頂きます。 

今後とも、バイクオークションがよりスムーズに開催できますよう、当社と致しましても精一杯努力して参りますの

で、ご利用会員の皆様方におきましても、何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

     平成 31年 1月 8日 

     【規約改定】 

                 １． 第一章   総 則          第 5条（所在地）の改定 

                 2.  第三章   会員の管理義務 第 16条（権利）の改定 

                 3.  第七章   落 札        第 32条（商談）の新設 

                 4.  第十三章  規約の改訂     第 50条（施行）の改定 

 

 

 

 

≪現在の規約≫ 

アライＡＡの各会場の所在地はアライＡＡ小山会場を栃木県小山市粟宮 548に、アライＡＡベイサイド会場を神

奈川県川崎市川崎区東扇島 90に、アライＡＡ福岡会場を福岡県古賀市青柳 132－16に、アライＡＡ仙台会場を

宮城県黒川郡大和町宮床字森の腰 135－1に置きます。 

    ↓ 

導　入　日

内　　　容

１. 第一章  総 則  第 5条（所在地） の改定 

重 要 
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≪改定後の規約≫ 

アライＡＡの各会場の所在地はアライＡＡ小山会場を栃木県小山市粟宮 548に、アライＡＡベイサイド会場を神

奈川県川崎市川崎区東扇島 90 に、アライＡＡ福岡会場を福岡県糟屋郡新宮町上府 683－1 に、アライＡＡ仙台

会場を宮城県黒川郡大和町宮床字森の腰 135－1に置きます。 

 

 

 

 

≪現在の規約≫ 

会員はアライＡＡのいずれのオークションにおいても車両を出品し、または車両を落札することができるものとし

ます。但し、2輪会員はベイサイド会場及び福岡会場のバイクオークションのみ参加可能とします。 

    ↓ 

≪改定後の規約≫ 

会員はアライＡＡのいずれのオークションにおいても車両を出品し、または車両を落札することができるものとし

ます。但し、2輪会員はアライバイクオークションのみ参加可能とします。 

 

 

 

 

≪新設規約≫ 

１ 会員が、流札車両の購入を希望する場合は、アライＡＡが定めた所定の申請方法にて、購入を申し込む 

  ことができます。 アライＡＡは、出品者の同意を得て購入を希望する会員と出品者との仲介（商談）を 

  致します。この場合、申込者が提示した希望購入金額を出品者が承諾した時点をもって売買契約が 

  成立し、アライＡＡは、本規約で定めた商談手数料にて処理を致します。 

 

２ 出品者が、流札車両の売却を希望する場合は、アライＡＡが定めた所定の申請方法にて売却を申し込む 

  ことができます。アライＡＡは、優先権を持つ応札者の同意を得て、出品者と応札者との仲介（逆商談）を 

  致します。この場合、出品者が提示した希望購入金額を応札者が承諾した時点をもって売買契約が 

  成立し、アライＡＡは、本規約で定めた逆商談手数料にて処理を致します。 

 

３ 本条２項の商談及び逆商談（本規約において特に断りのない限り「商談」とは逆商談を含むものとします） 

   に関する詳細事項は、会場ごとに定めるものと致します。 

 

４ アライＡＡが定める商談手数料・逆商談手数料は 2,000円とします。 

 

 

 

 

≪現在の規約≫ 

2. 第三章  会員の管理義務  第 16条（権利）の改定 

3. 第七章  落 札  第 32条（商談）の新設 

3. 第十三章  規約の改訂  第 50条（施行）の改定 
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本規約は、昭和 62年 6月 1日より施行します。 

本規約は、平成 14年 3月 10日一部改正。 

本規約は、平成 16年 5月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 18年 10月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 22年 6月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 26年 10月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 29年 1月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 29年 5月 1日一部追加改訂。 

   ↓ 

≪改定後の規約≫ 

本規約は、昭和 62年 6月 1日より施行します。 

本規約は、平成 14年 3月 10日一部改正。 

本規約は、平成 16年 5月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 18年 10月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 22年 6月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 26年 10月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 29年 1月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 29年 5月 1日一部追加改訂。 

本規約は、平成 31年 1月 8日一部追加改訂。                                                                    

 

 

                                                                                        以上 

 

                                                                                                                                    


